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■  LED ディスプレイの製品保証、工事保証は 1 年間になります。保証期間を過ぎた製品につきましては有償にて修理いたします。

■ G-SmattJapan 株式会社が販売した LED ディスプレイにつきまして、正常な使用状況で故障し、
    製品保証期間内である場合のみ無償修理いたします。

■ 24 時間連続使用など、１日 20 時間以上の長時間使用の場合、製品保証期間は上記の半分とします。

■  保証は弊社が指定する正しい取付方法および手順に添って正確に取付けられた製品が対象となります。 
屋内用に設計された製品は、 屋内で必ずご使用下さい。また、施工が不適当な施工面や環境下に施工された場合は、 
保証の対象外となりますので、 ご注意下さい。

■  いたずらや故意による破損、塗膜の剥がれ、傷等は保証の対象外となります。また誤ったメンテナンスを行い、 
製品に故障が起きた場合も保証の対象外となりますのでご注意下さい。

■  改造、分解、不当な修理に起因して生じた破損及び故障。異常電圧、指定外の使用条件等による原因破損及び故障。または誤ったご使用が原因の
破損および故障。接続している他の部品に起因して生じた破損および故障。お客様および第三者の責任に帰すと認められた破損および故障につき
ましても保証の対象外となりますのでご注意下さい。

■ 火災や地震、雷、火山噴火、台風等天災が原因（酸性雨・塩害）で起きた故障は保証の対象外となります。

■  LED は長寿命ですので、比較的故障の発生回数は少なくなりますが、無償保証期間が過ぎたあとの予測できない変動する修繕費を 
一定的にされたい事業者様には、定額保守契約のサービスを提供しております。

■ 上記以外の保証規定は、弊社製品保証規定に基づくものとします。

■ ビジョン設置の際は、必ずアース設置工事を行って下さい。

※法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合において弊社は上記の製品の使用または使用不能から生ずる本保証規定に規定されていない
　いかなる他の障害 （事業利益の損失・中断、その他の金銭的損害を含むがこれらに限定されていない）に関して、
　一切責任を負わないものとします。

保証規定(総則)
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